
 

 
 

当社グループ会社との非公開情報の共有について 

 

BNPパリバ証券株式会社 

 

平成２１年６月１日より、いわゆるファイアーウォール規制が改正され、グループ内の会社間での

情報の授受に関し、お客様に停止の機会を適切に提供している場合（オプトアウトの機会を付与して

いる場合）には、お客様に関する非公開情報をグループ内の会社間で授受し、共有することが可能と

なりました。そこで、BNPパリバ証券株式会社（本文書で、「当社」といいます。）は、金融商品取

引業等に関する内閣府令（以下、「業府令」といいます。）第153条第２項に基づき、お客様に関す

る非公開情報を下記の条件に従って当社のグループ会社（文脈によって当社及びビー･エヌ･ピー･パ

リバ銀行東京支店を含み、以下、個別にまたは併せて「当社グループ会社」といいます。）間で授受

し、共有させて頂くことがございます。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、当社

からの通知を受領されたお客様におかれましては、当社グループ会社への非公開情報の提供の停止を

ご希望される場合、恐縮ではございますが、下記相談窓口までご連絡下さいますようお願い致します。 

 

１． 当社グループ会社との間で授受を行う非公開情報の範囲 

当社または当社のグループ会社が現在までに知りえたお客様に関する非公開情報（過去の取引の内

容、取引の予定、取引時期等の業府令第１条第４項第12号に定める「非公開情報」を指します。以下

「非公開情報」といいます。）及び将来において知りうるお客様に関する非公開情報。 

 

２．非公開情報の授受を行う当社グループ会社の範囲 

 ビ ー ・ エ ヌ ・ ピ ー ・ パ リ バ 銀 行 （ B N P  P a r i b a s ） お よ び そ の 直 接 ま た は 間 接 の 子 会 社 お

よび関連会社（当社の親法人等（金融商品取引法第３１条の４第３項に定めるものをいいます。）

および子法人等（同条第４項に定めるものをいいます。）も含まれます。） 

 

３．非公開情報の授受の方法 

当社グループ会社との非公開情報の授受は、口頭、書面、Eメール、データベースへのアクセス付

与または共有その他の方法によります。 

 

４．提供先における非公開情報の管理の方法 

お客様に関する非公開情報の提供先である当社グループ会社においては、アクセス制限を設けるこ

とその他の方法により、非公開情報が不正にアクセスされたり、用いられたりしないよう非公開情報

の管理に関して必要な措置を講じるものといたします。 

 

５．非公開情報の利用目的 

お客様に関する非公開情報の当社グループ会社間の授受・共有は、当社グループ会社が貴社との間

の取引関係を管理するため、および、当社グループ会社の各社が貴社に対して商品または役務を提案

または提供する目的で行われることがあります。かかる目的には、例えば、以下の各目的が含まれま

す。 

 

A) 当社グループ会社が取り扱う有価証券その他の金融商品に関する取引（売買取引またはその媒介、

取次ぎ若しくは代理、公募・私募の取扱い、引受ならびに証券化、その他の仕組み金融取引を含む）、



 

 

その他の金融商品取引業務ならびにこれらに関連する役務の提供を含む当社グループ会社の業務、ま

たはその勧誘を行うため 

 

B) 当社グループ会社内の銀行が行なう預金業務、為替業務、融資業務、両替業務、外国為替業務、

投信販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務、確定拠出年金運営管理業務等、法律により

銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務、その他銀行が営むことができる業務およ

びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含みます）に関連する役務の提供を含む当

社グループ会社の業務、またはその勧誘を行うため 

 

C) 当社グループ会社が商品の提供もしくは取引の開始または役務の提供に際して、お客様もしくは

その代理人について本人確認等の相手方確認を行うため 

 

D) 当社グループ会社とお客様との間の信用リスクその他のリスクの把握や管理、新規・既存取引

（与信、役務提供およびそれらに類似する取引を含みます）の管理等の当社グループ会社の経営管理

業務等の適切な遂行のため 

 

 

E) 当社グループ会社がお客様に対して提供した商品・役務に関する取引内容や口座残高の報告等を

行うため 

 

F) 当社グループ会社がお客様に対して有価証券や経済・市況等に関するリサーチ・レポートの提供

を行うため 

 

G) 当社グループ会社が、顧客開拓を含む営業またはマーケティング活動を行うため 

 

H) 当社グループ会社が提供する各種商品やサービス等に関する調査、開発、ご提案、ご案内等を行

うため 

 

I) 当社グループ会社の事業戦略、事業展開等の検討・立案策定のため 

 

J) その他当社グループ会社とお客様との取引またはお客様への役務の提供を適切かつ円滑に履行す

るための一切の目的 

 

K) 上記に附帯するまたは関連する一切の目的 

 

６．当社グループ会社との間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方

法 

お客様が、当社グループ会社との間でのお客様に関する非公開情報の授受の停止を求めた場合、当社

は新たに、当社グループ会社との間でお客様に関する非公開情報の授受をいたしません（但し、内部

管理に関する業務、オペレーション業務や電子情報処理組織の保守・管理を行うために必要な情報の

授受については、この限りではありません。）。ただし、当社グループ会社が受領済みの貴社に関す



 

 

る非公開情報については、情報を保有する当社グループ会社は、引き続き適切な管理をした上で保有

し、当該非公開情報を利用して今後も取引の勧誘等を行うことがあります。 

 

７．オプトアウトの機会の付与 

お客様の非公開情報を当社グループ会社間で授受し、共有させて頂く場合、該当するお客様にはオ

プトアウトの機会の付与についての書面を事前に送付させていただいております。もしお客様におか

れて同書面に記載された期間内（また、同書面に期間の記載がない時は、合理的な期間内）に特段の

お申し出がないときは、当行グループ会社間での情報の授受・共有についてご承諾頂けたものとみな

させて頂きます。また、上記１、２及び５記載の事項について、記載よりも制限的な内容でお客様の

非公開情報を当社グループ会社間で授受し、共有させて頂く場合は、その内容を書面において明示い

たします。お客様が当該書面を受領されたかどうかご不明な場合は、下記８に記載の相談窓口にご連

絡していただくことによっても確認することができます。 

 

８．お客様に関する非公開情報につき、お客様に関する非公開情報を当社グループ会社間で授受し、

共有させて頂くことにご同意されない場合は、お申出により当社グループ会社間の授受・共有を停止

いたしますので、下記の相談窓口にご連絡下さい。 

 

[当社の代表相談窓口] 

〒100-6741 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー 

コンプライアンス部 

電話番号：03-6377-1500 （受付時間：月－金 午前9時－午後5時） 

 

 

 


